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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国においては、社会福祉基礎構造改革が図られ、「個人が尊厳を持ってその人らしい

自立した生活が送れるように支える」という理念の下、従来の措置制度について利用者の視

点から見直しが行われ、平成 15 年には障がい者自身が希望するサービス及びそれを提供す

る事業者や施設を選択し、契約に基づいてサービスを利用する「支援費制度」が導入されま

した。 

 また、平成 18 年４月に障害者自立支援法が施行され、これまで身体・知的・精神等の障

がい種別ごとに対応してきた障害福祉サービスを「年齢、障がい種別を超えた一元的な体制

を整備し、地域における障がい者福祉を実現する」という方向が示されるとともに、計画的

なサービス提供基盤の整備のため、各市町村に「障害福祉計画」の策定が義務付けられまし

た。 

 その後、障害者基本法の改正や障がい者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律の施行による利用者負担の見直しが図られ、平成 25 年度には、障害者自立支援

法が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障

害者総合支援法」という。）」として施行されました。 

 さらに、平成 28 年に制定された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、市町村に「障害児福祉計画」の策

定が義務付けられました。 

本市では、障がい者が生活する上で必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援

事業を実施するにあたり、提供体制の確保や種類ごとの必要量を具体的に定めた計画として、

「平戸市障がい福祉計画・障がい児福祉計画」を策定し、本市の現状や障がい者のニーズ等

を踏まえた事業展開に努めてきました。 

現在の「平戸市第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」の計画期間が令和５年

度末に終了を迎えることから、国や県の障がい者施策の動向や近年行われた障がい者制度改

革を踏まえ、新たな「平戸市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」を策定する

こととしました。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項に定める「市町村障害福祉計画」及び児童福

祉法第 33 条の 20 第１項に定める「市町村障害児福祉計画」に該当し、「平戸市障がい者計

画」の実施計画として位置づけられるものです。 

○障害者総合支援法第 88 条第１項 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく

業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

○児童福祉法第 33 条の 20 第１項 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他

障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」

という。）を定めるものとする。 

 

（１）障がい福祉計画・障がい児福祉計画との関係 

障がい者計画は、障がい者の施策全般にわたる基本的な事項等について定めた理念計画

です。 

 一方、障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障がい者計画に定めた理念に基づき、障

がい者（児）が生活する上で必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の

実施に関する事項等について定めた実施計画です。 

 

「障がい者計画」と「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の関係 

 

障がい者計画 

障害者基本法に基づき、以下の各分野に

わたって障害福祉サービスに関わる諸

施策の総括的な計画 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

「生活支援」にかかわる以下にあげる諸

事業等の具体的なサービス見込み量等を

定めた計画 

 ●生活支援 

 ●保健・医療 

 ●教育、文化芸術活動・スポーツ等 

 ●雇用・就業、経済的自立の支援 

 ●生活環境 

 ●情報アクセシビリティ 

 ●安全・安心 

 ●差別の解消及び権利擁護の推進 

 ●行政サービス等における配慮 

 ●国際協力 

  

●訪問系サービス 

 ●日中活動系サービス 

 ●居住系サービス 

 ●相談支援 

 ●入所者地域生活移行 

 ●精神障害者地域生活移行 

 ●一般就労移行 

●地域生活支援事業 
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（２）その他計画等との関係 

本計画は、本市のまちづくりの基本指針を定めた第２次平戸市総合計画の分野別計

画として位置づけられ、地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、子ども・

子育て支援事業計画等の関連する計画との整合を図りつつ、障がい者（児）福祉に関す

る専門的・個別的な領域を受け持つものとなります。 

また、障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定に係る基本指針として令和２年５月に

告示された「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）」や「長崎県障害福祉計画」等、国や県が

示す方向性を踏まえた計画となります。 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 

平成
27年

（2015）

平成
28年

（2016）

平成
29年

（2017）

平成
30年

（2018）

令和
元年

（2019）

令和
2年

（2020）

令和
3年

（2021）

令和
4年

（2022）

令和
5年

（2023）

令和
6年

（2024）

令和
7年

（2025）

令和
8年

（2026）

第2期障がい者計画
平成２8年度～令和2年度

第７期障がい福祉計画

第３期障がい児福祉計画
令和６年度～令和８年度

第４期障がい福祉計画
平成２７年度～平成２９年度

第５期障がい福祉計画

第１期障がい児福祉計画
平成３０年度～令和２年度

第６期障がい福祉計画

第２期障がい児福祉計画
令和３年度～令和５年度

第3期障がい者計画
令和３年度～令和８年度

第 ２ 次 平 戸 市 総 合 計 画 

その他の関連計画 

地域防災計画・男女共同参画計画・教

育振興基本計画など 

地 域 福 祉 計 画 

国の関連法制度 

「障害者基本法」 

「障害者総合支援法」 

「児童福祉法」 等 

県の関連計画 

「長崎県障害者基本計画」 

「第７期長崎県障害福祉計画」 

「第３期長崎県障害児福祉計画」 

子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

高
齢
者
福
祉
計
画 

介
護
保
険
事
業
計
画 

障
が
い
者
計
画 

障
が
い
福
祉
計
画 

障
が
い
児
福
祉
計
画 
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４ 計画の対象と範囲 

本計画で記載している「障がい者」とは、障害者基本法で定められている「身体障害、知

的障害、精神障害、発達障害、難病（特定疾患）、高次脳機能障害、その他の心身の機能の

障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人」を総称するも

のとして使用し、その家族や地域、社会全体への働きかけを含めた施策を推進します。 

本計画においては、「障がい者」は年齢を問わず上記にあてはまる人として記載し、「障

がい児」は上記にあてはまる人のうち 18 歳未満の人として記載します。 

 

 

５ 計画の策定体制 

本計画の策定において、障がい者福祉関係団体や学識経験者等で構成する平戸市障害者

計画等策定委員会を開催し、本計画素案等の検討・審議を行いました。 

また、障害者手帳所持者、障害福祉サービス利用者、児童通所サービスの利用者及び障

がい者福祉に関わる事業所・関係団体等に対するアンケート調査等を実施し、その結果を

基礎資料として活用しました。 
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６ 障害者総合支援法に基づく平戸市のサービス体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平戸市が提供するサービス  

自立支援給付 介護給付 
▲居宅介護（ホームヘルプ） 
▲重度訪問介護 
▲行動援護 
▲同行援護 
●生活介護 
●療養介護 
●短期入所（ショートステイ）
■施設入所支援 

相談支援 
○計画相談支援 
○地域移行支援 
○地域定着支援 
○障害児相談支援 

補装具 
○補装具費の支給 

自立支援医療 
○更生医療 
○育成医療 
○精神通院医療 

訓練等給付 
●自立訓練（機能訓練） 
●自立訓練（生活訓練） 
●就労移行支援 
●就労継続支援（Ａ型） 
●就労継続支援（Ｂ型） 
●就労定着支援 
●就労選択支援※新 
■共同生活援助（グループホーム） 
■自立生活援助 

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

地域生活支援事業 

障がい者・児 

⻑崎県 
○専門性の高い相談支援 ○その他広域的事業 
○サービス・相談支援者、指導者の育成 ○その他事業 
 

市町村を支援 

●：日中活動系サービス ▲：訪問系サービス ■：居住系サービス ○：その他サービス 
＊障害者総合支援法では、介護給付と訓練等給付の各サービスを総称して「障がい福祉サービス」と定義し、限定

的な用語として使われています。サービスの内容については、43 ページ以降に掲載しています 

必須事業 選択的事業 
○相談支援（基幹相談支援センター事業） ○その他の事業 
○成年後見制度利用支援事業 訪問入浴サービス事業 
○コミュニケーション支援事業 日中一時支援事業 
○日常生活用具給付等事業 生活サポート事業 
○移動支援事業 社会参加促進事業等 
○地域活動支援センター事業 

児童福祉法による 
障害児通所支援 

○児童発達支援 
○放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
○保育所訪問等支援 
○居宅訪問型児童発達支援



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 平戸市における障がい者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□■第２章 平戸市における障がい者の状況■□ 

 

 

8 

 

第２章 平戸市における障がい者の状況 

 

１ 本市の障がい者の概況 

（１）障害者手帳所持者数 

本市の障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、令和５年３月末日時点の所持者数は

2,820 人となっています。 

 総人口に対する割合は 9.8％で、平成 31 年３月末日時点と比較すると変動はありませ

ん。 

 手帳種別でみると、身体障害者手帳所持者数が減少傾向にある一方、療育手帳所持者

数及び精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあります。 

                                    （単位：人、％） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

総人口 31,223 30,641 30,082 29,509 28,910 

手帳所持者総数 3,066 3,005 2,867 2,835 2,820 

 総人口に対する割合 9.8% 9.8% 9.5% 9.6% 9.8% 

身体障害者手帳 2,352 2,265 2,161 2,104 2,073 

 総人口に対する割合 7.5% 7.4% 7.2% 7.1% 7.2% 

療育手帳 433 446 435 445 454 

 総人口に対する割合 1.4% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% 

精神障害者保健福祉手帳 281 294 271 286 293 

 総人口に対する割合 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 

 ※資料 福祉課障害福祉班 各年度３月末日現在 

   



□■第２章 平戸市における障がい者の状況■□ 

 

9 

 

（２）障害者手帳種別所持者数 

 ① 身体障害者手帳 

 ア）年齢区分別所持者数 

本市の令和５年３月末日時点の所持者数は 2,073 人となっています。 

 年齢３区分別にみると、65 歳以上が全体の約８割を占めています。 

 

（単位：人、％） 

年齢区分 人数 割合 

１８歳未満 9 0.4% 

１８歳以上６５歳未満 404 19.5% 

６５歳以上 1,660 80.1% 

計 2,073 - 

 

  

                             ※令和５年３月末日現在 
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 イ）等級別所持者数の推移 

本市の身体障害者手帳所持者数を等級別にみると、１級が最も多く、次いで、４級が多

くなっています。 

 令和５年３月末日時点の身体障害者手帳所持者数は、平成 31 年３月末日時点と比較し

て、１級から５級で減少しています。 

 

（単位：人） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

身体障害者手帳所持者数 2,352 2,265 2,161 2,104 2,073 

１級 643 604 570 541 533 

２級 354 340 325 319 312 

３級 461 445 416 401 388 

４級 555 538 516 520 506 

５級 155 153 148 140 141 

６級 184 185 186 183 193 

※各年度３月末日現在 

 

 ウ）障がいの種類別所持者数の推移 

本市の身体障害者手帳所持者数を障がいの種類別にみると、肢体不自由が最も多く、次

いで、内部障がいが多くなっています。 

 令和５年３月末日時点の身体障害者手帳所持者数は、平成 31 年３月末日時点と比較し

て、音声言語障がいを除く種類で減少しています。 

 

（単位：人） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

身体障害者手帳所持者数 2,352 2,265 2,161 2,104 2,073 

視覚障がい 194 189 177 168 164 

聴覚平衡障がい 227 226 221 211 225 

音声言語障がい 22 22 22 25 24 

肢体不自由 1,156 1,099 1,035 1,002 981 

内部障がい 753 729 706 698 679 

※各年度３月末日現在 
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 ② 療育手帳 

 ア）年齢区分別所持者数の推移 

本市の令和５年３月末日時点の療育手帳所持者数は 454 人となっています。 

 年齢３区分別にみると、18 歳以上 65 歳未満が全体の約７割を占めています。 

（単位：人、％）     

年齢区分 人数 割合 

１８歳未満 60 13.2% 

１８歳以上６５歳未満 322 70.9% 

６５歳以上 72 15.9% 

計 454 - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年３月末日現在 

 イ）等級別所持者数の推移 

本市の療育手帳所持者数を等級別にみると、Ｂ２が最も多く、次いで、Ｂ１が多くなって

おり、Ｂ１とＢ２で全体の６割以上を占めています。 

 令和５年３月末日時点の療育手帳所持者数は、平成 31 年３月末日時点と比較して、Ａ２

を除く等級で増加しています。 

                                      （単位：人） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

療育手帳所持者数 433 446 435 445 454 

Ａ１ 74 77 80 82 83 

Ａ２ 94 88 85 84 83 

Ｂ１ 126 135 125 124 128 

Ｂ２ 139 146 145 155 160 

※各年度３月末日現在 
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 ③ 精神障害者保健福祉手帳 

 ア）年齢区分別所持者数の推移 

本市の令和５年３月末日時点の精神障害者保健福祉手帳所持者数は 293 人となってい

ます。 

 年齢３区分別にみると、18 歳以上 65 歳未満が全体の約７割を占めています。 

                                （単位：人、％） 

年齢区分 人数 割合 

１８歳未満 5 1.7% 

１８歳以上６５歳未満 210 71.7% 

６５歳以上 78 26.6% 

計 293 - 

   

     

※令和５年３月末日現在 

 イ）等級別所持者数の推移 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数を等級別にみると、２級が最も多くなっていま

す。 

 令和５年３月末日時点の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 31 年３月末日時点

と比較すると、１級及び３級の所持者数が増加しています。 

（単位：人） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 281 294 271 286 293 

１級 35 37 36 38 37 

２級 184 189 174 170 176 

３級 62 68 61 78 80 

※各年度３月末日現在 
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（３）障がい児の就学状況等 

 

■市内の特別支援学級及び通級指導教室 

 

  

（単位：人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

学級数 9 10 10 9
人数 18 20 21 19
学級数 4 4 5 6
人数 9 8 7 9
学級数 6 6 5 5
人数 8 7 10 10
学級数 5 5 4 5
人数 8 11 9 10
学級数 1 2 2 1
人数 1 2 2 1
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 1
人数 0 0 0 1
学級数 0 0 1 0
人数 0 0 1 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 1 1 1 0
人数 1 1 1 0
学級数 26 28 28 27
人数 45 49 51 50
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 3 3 3 3
人数 46 48 51 36
学級数 2 2 2 2
人数 23 34 31 28
学級数 4 4 4 4
人数 63 65 64 56
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 0 0 0 0
人数 0 0 0 0
学級数 9 9 9 9
人数 132 147 146 120
学級数 35 37 37 36
人数 177 196 197 170

中学校

難聴
小学校

中学校

小　計

合　計

　※ＬＤ：学習障害　ＡＤＨＤ：注意欠如多動性障害　　　資料：学校教育課（令和５年５月１日現在）

小　計

通
級
指
導
教
室

情緒障がい
小学校

中学校

LD・
ADHD※

小学校

中学校

言語障がい
小学校

中学校

病弱
小学校

中学校

難聴
小学校

中学校

区　　分

特
別
支
援
学
級

知的障がい
小学校

中学校

自閉症・
情緒障がい

小学校

中学校

肢体不自由
小学校

中学校

弱視
小学校
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■市内および近隣の特別支援学校 

 

 

本市は、平成 28 年７月から長崎県立佐世保特別支援学校へ通学する児童・生徒に対して、

保護者の送迎の負担軽減を図るため、送迎バスを運行し通学支援を行っています。また、令

和３年４月から田平中学校内に長崎県立佐世保特別支援学校北松分校（小・中学部）が設置

されました。これにより、平戸市内に特別支援学校小・中・高等部が整備されたことになり、

障がい児の教育の充実が図られました。 

なお、平戸市内にある長崎県立佐世保特別支援学校北松分校については、知的障がい児を

対象としているため、肢体不自由児については、引き続き、長崎県立佐世保特別支援学校本

校までの通学支援を行います。 

また、平戸市療育支援センター「あったかさん２１」については、平成 30 年４月に施設の

リニューアルを行い、広く充実した施設で、療育支援を行っています。 

 

■あったかさん２１の利用状況                      （単位：人） 
年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実人数(A) 59 61 75 93 91 
延べ人数 1,276 1,215 1,359 1,440 1,479 
開所日数 246 242 238 245 240 

資料：障害福祉班（各年度末現在） 

  

（単位：人）

小学部 中学部 高等部 計

知的障がい 2 1 0 3

肢体不自由 0 1 2 3

訪問教育 0 0 0 0

知的障がい 9 4 15 28

資料：学校教育課（令和５年５月１日現在）

長崎県立佐世保特別支援学校
北松分校

学校名 種別
平戸市からの在学者数

長崎県立佐世保特別支援学校
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（４）難病患者の状況について 

平成 25 年 4 月から、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に難病等が加わり、障

害福祉サービス、相談支援等の対象となっています。 

平成 27 年 1 月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」では、医療費助

成の対象とする疾患は新たに指定難病と呼ばれることとなりました。難病は（１）発病の機

構が明らかでなく、（２）治療方法が確立していない、（３）希少な疾患であり、（４）長期の

療養を必要とするもの、という４つの条件を必要としていますが、指定難病にはさらに、（５）

患者数が国内で一定の人数（人口の約０．１％程度）に達しないこと、（６）客観的な診断基

準（またはそれに準ずるもの）が成立していること、という２条件が加わっています。 

平戸市の特定医療（指定難病）受給者は、令和４年度末現在で 333 人です。患者数は法律

の施行以後、対象疾患が追加された影響により、増加していましたが近年は大きな変動はあ

りません。 

子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く医療費負

担が高額となります。小児慢性特定疾病医療費助成制度は、特定の慢性疾患にかかり、長期

にわたる療養を必要とする児童の健全な育成のため、疾患の治療確立と普及を促進し、患者

家庭の医療費の負担を軽減することを目的としています。対象は 18 歳未満の児童等です。

（ただし、18 歳到達時点において本事業の対象であり、かつ、18 歳到達後も引き続き治療

が必要と認められる場合には 、20 歳未満の者も対象とします。）平戸市では、小児慢性特定

疾病医療受給者は、令和４年度末で 27 人です。 

 

■特定医療（指定難病）受給者の推移 

（単位：人） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

延べ受給者数 ３２８ ３３９ ３５４ ３３５ ３３３ 

※令和３年 11 月から、対象疾患は３３８疾患となっています。    

資料：長崎県県北保健所（各年度３月 31 日現在）    

 

■小児慢性特定疾病医療受給者の推移 

（単位：人） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

延べ受給者数 ２６ ２９ ３２ ２９ ２７ 

※令和３年７月から、対象疾患は１６疾患群、７８８疾患となっています。    

資料：長崎県県北保健所（各年度３月 31 日現在）    
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２ アンケート調査結果 

（１）調査概要 

 ① 調査の目的 

令和６年度を初年度とする「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」の策定

に向け、市内在住の障がい者・障がい児の現在の生活の状況や今後の生活についての意見、

潜在的なニーズ（サービスの利用意向・福祉に関する意識等）、おかれた環境やその他の事

情等を把握し、計画の基礎資料とすることを目的としてアンケート調査を実施しました。 

 

 ② 調査時期 

令和５年９月 20 日（水）から令和５年 11 月 10 日（金） 

 

 ③ 調査対象 

市内に在住する障害者手帳所持者および児童通所サービス利用者から 1,500 人を抽出

し、18 歳以上の市民を障がい者調査対象者、18 歳未満の市民の保護者を障がい児調査対

象者として調査を実施しました。 

 

 ④ 調査方法 

■福祉に関するアンケート調査（障がい者向け） 

市が管理している身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、障

害福祉サービス利用者、児童通所サービスの利用者の中から抽出した 1,500 人を調査対

象者とし、郵送による調査票の配布・回収により実施。 

 

■障がい福祉計画策定のためのアンケート調査（障がい福祉サービス事業者向け） 

平戸市内に事業所がある 38 事業所を調査対象者とし、郵送による調査票の配布・回

収により実施。 

 

■障がい福祉計画策定のためのアンケート調査（障がい福祉団体向け） 

平戸市内で活動する４団体を調査対象者とし、郵送による調査票の配布・回収により実施。 
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⑤ 調査票配布・回収状況 

 

区分 配布数 有効回答数 有効回答率 

福祉に関するアンケート調査 1,500 件 704 件 46.9％ 

障がい福祉計画策定の
ためのアンケート調査 

障がい福祉サー
ビス事業者 

38 件 33 件 86.8% 

障がい福祉団体
向け 

４件 ４件 100.0％ 

 

⑥ 調査結果利用上の注意点 

・各設問のｎ＝は、回答者数を表しています。 

・回答率は百分比の小数点第 2 位を四捨五入しているので、合計が 100％にならない場合

があります。 

・２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の場合、選択肢ごとの割合を合計すると 100％

を超える場合があります。 

・数表・図表は、スペースの都合上、文言や数値等を省略している場合があります。 
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（２）調査結果概要 

①現在の生活について（障がい者向け調査） 

 全体では、「家族と暮らしている」（58.4％）の割合が最も高く、次いで「一人で暮らしてい

る」（16.5％）、「福祉施設（障害者支援施設・高齢者支援施設）で暮らしている」（11.6％）とな

っています。 

手帳所持者別でみると、療育手帳所持者では「福祉施設（障害者支援施設・高齢者支援施設）

で暮らしている」（24.9％）の割合が、精神障害者保健福祉手帳所持者では「病院に入院してい

る」（8.2％）の割合が他の手帳所持者と比較して高くなっています。また、身体障害者手帳所持

者では、ほかの手帳所持者と比較して大きな差はみられませんでした。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、50 歳以上は 49 歳までと比較すると「一人で暮らしている」の割合が高くな

っています。 
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②外出するときに困ること（障がい者向け調査） 

外出の時に困ることについて、手帳所持者別にみると、身体障害者手帳所持者では「特にな

い」（32.2％）、「列車やバスの乗り降りが困難」（14.7％）、「道路や駅に階段や段差が多い」

（10.9％）、「外出先の建物の設備が不便（道路、トイレ、エレベーターなど）」（10.9％）の割合

が、療育手帳所持者では「困った時にどうすればいいのか心配」（30.6％）、「切符の買い方や乗

換えの方法が分かりにくい」（14.9％）、「介助者が確保できない」（6.7％）の割合が、精神障害

者保健福祉手帳所持者では「公共交通機関が少ない、または、ない」（40.0％）、「外出にお金が

かかる」（33.3％）、「周囲の目が気になる」（16.7％）、「発作など突然の体の変化が心配」

（11.1％）の割合が他の手帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、男性では「特にない」（35.9％）の割合が、女性では「公共交通機関が少な

い、または、ない」（31.9％）の割合が最も高くなっています。 

年代別にみると、19 歳から 49 歳までは「困った時にどうすればいいのか心配」の割合が、最

も高く、全年代で「公共交通機関が少ない、または、ない」の割合が高くなっている。 
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③障がい者の就労支援として必要なこと（障がい者向け調査） 

障がい者の就労⽀援として必要だと思うことについて、⼿帳所持者別にみると、療育⼿帳所持者で
は「職場の障がい者理解」（48.1％）、「通勤⼿段の確保」（40.9％）、「職場で介助や援助等が
受けられること」（30.4％）、「勤務場所におけるバリアフリー等の配慮」（16.0％）の割合が、
精神障害者保健福祉⼿帳所持者では「短時間勤務や勤務日数等の配慮」（34.4％）、「仕事について
の職場外での相談対応、⽀援」（30.3％）、「在宅勤務の拡充」（22.1％）、「企業ニーズに合っ
た就労訓練」（19.7％）の割合が他の⼿帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、男性では「職場の障がい者理解」（42.2％）の割合が、⼥性では「勤務職場におけ
るバリアフリー等の配慮」（15.8％）の割合がそれぞれ比較して高くなっています。 

年代別にみると、どの年代も「職場の障がい者理解」の割合が高くなっています。 
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④普段の相談相手（障がい者向け調査） 

普段の相談相手について、手帳所持者別にみると、身体障害者手帳所持者では「家族や親せき」

（69.3％）、「近所の人」（10.3％）の割合が、療育手帳所持者では「施設の指導員など」（41.4％）、

「ホームヘルパーなどサービス事業所の人」（12.7％）、「通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生」

（9.9％）、「相談支援事業所などの民間の相談窓口」（8.3％）の割合が、精神障害者保健福祉手帳

所持者では「かかりつけの医師や看護師」（42.6％）、「友人・知人」（29.5％）、「病院のケースワー

カーや介護保険のマネージャー」（18.0％）、「行政機関の相談窓口」（14.8％）、「職場の上司や同

僚」（9.0％）、「相談できる相手はいない、もしくは誰にも相談しない」（7.4％）の割合が他の手帳

所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、女性では「友人・知人」（28.7％）の割合が男性と比較して高くなっています。 

年代別みると、どの年代も「家族や親せき」の割合が最も高くなっています。 
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⑤障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を知る方法（障がい者向け調査） 

障がいのことや福祉サービスなどの情報を知る方法について、手帳所持者別にみると、身体障

害者手帳所持者では「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」（35.9％）、「行政機関

の広報誌」（29.8％）の割合が、療育手帳所持者では「サービス事業所の人や施設職員」（40.3％）、

「相談支援事業所などの民間の相談窓口」（11.0％）、「通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生」

（9.9％）の割合が、精神障害者保健福祉手帳所持者では「かかりつけの医師や看護師」（32.0％）、

「インターネット」（27.9％）、「病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャ」（21.3％）、

「行政機関の相談窓口」（17.2％）の割合が他の手帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、どの年代も「家族や親せき、友人・知人」「サービス事業所や施設職員」の割

合が高く、18 歳までは「通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生」の割合が 19 歳から 49 歳まで

は「インターネット」の割合が高くなっています。 
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⑥差別や嫌な思いをする（した）ことの経験について（障がい者向け調査） 

差別や嫌な思いをする（した）ことがあるかについて、全体では「ない」（47.9％）の割合が最

も高く、次いで「少しある」（17.6％）、「ある」（17.0％）となっており、嫌な思いをしたことがあ

る人も３割を超えています。 

手帳所持者別にみると、身体障害者手帳所持者では「ない」（52.0％）の割合が、精神障害者保

健福祉手帳保持者では「ある」（35.2％）、「少しある」（19.7％）の割合が他の手帳所持者と比較し

て高くなっています。特に精神保健福祉手帳保持者では半分以上の人が嫌な思いをしたことがあ

るとなっており、未だに障がい者への偏見が見受けられる状況となっています。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、69 歳までは「ある」、「少しある」の割合が「ない」の割合に近い、または上

回っていますが、70 歳以上は「ない」の割合が高くなっています。 
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⑦成年後見制度の認知度（障がい者向け調査） 

成年後見制度について、全体では「名前も内容も知らない」（34.8％）の割合が最も高く、次

いで「名前も内容も知っている」（23.3％）、「名前を聞いたことがあるが、内容は知らない」

（22.3％）となっています。 

手帳所持者別にみると、療育手帳所持者では「名前も内容も知らない」（48.1％）の割合が他

の手帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、30 歳から 39 歳では「名前も内容も知っている」の割合が最も高くなってい

ますが、30 歳から 39 歳、70 歳から 79 歳を除く年代で「名前も内容も知らない」の割合が最も

高くなっています。 
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⑧災害時に困ること（障がい者向け調査） 

災害時に困ることについて、手帳所持者別にみると、身体障害者手帳所持者では、「補装具や

日常生活用具の入手ができなくなる」（9.6％）、「補装具の使用が困難になる」（8.3％）の割合

が、療育手帳所持者では「安全なところまで、迅速に避難することができない」（43.1％）、「周

囲とコミュニケーションがとれない」（32.0％）、「救助を求めることができない」（27.1％）、「被

害状況、非難場所などの情報が入手できない」（25.4％）の割合が、精神障害者保健福祉手帳所

持者では「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」（45.9％）、「投薬や治療が受けられ

ない」（43.4％）の割合が他の手帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、女性では「安全なところまで、迅速に避難することができない」（45.2％）、

「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」（42.5％）の割合が男性と比較して高くなっ

ています。 

年代別にみると、どの年代も「安全なところまで、迅速に避難することができない」、「避難場

所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」の割合が高くなっています。加えて、18 歳までは

「救助を求めることができない」、「被害状況、非難場所などの情報が入手できない」、「周囲との

コミュニケーションがとれない」の割合が、30 歳以上は「投薬や治療が受けられない」の割合

が高くなっています。 

 

 



□■第２章 平戸市における障がい者の状況■□ 

 

 

26 

 

⑨住みよいまちづくりについて（障がい者向け調査） 

障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために必要なことについて、手帳所持者別にみ

ると、全ての手帳所持者別で「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」（身体障害者

手帳所持者：47.1％、療育手帳所持者：50.3％、精神障害者保健福祉手帳所持者：58.2％）の割合

が最も高くなっています。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、18 歳までは「サービス利用の手続きの簡素化」の割合が、19 歳から 29 歳、

40 歳以上は「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」の割合が最も高くなっていま

す。30 歳から 39 歳は「行政からの福祉に関する情報提供の充実」の割合が高くなっています。 
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⑩日常生活の中で困っていることや不安・不便に思うことについて（障がい者向け調査） 

 日常生活の中で困っていること、不安・不便に思うことについて、手帳所持者別にみると、療

育手帳所持者では「公共交通機関の利用について」（29.8％）、「災害時や緊急時の避難につい

て」（23.2％）、「施設や道路の段差による、施設利用や移動のしづらさについて（16.6％）、「施

設や公園等のトイレの利用について」（16.0％）の割合が、精神障害者保健福祉手帳所持者で

は、「他者とのコミュニケーションについて」（35.2％）、「差別や虐待など、人権に関することに

ついて」（22.1％）、「公共施設（市役所や公民館等）や病院等の窓口利用について」（11.5％）、

「施設内や路上における案内表示やアナウンスについて」（8.2％）の割合が他の手帳所持者と比

べ高くなっています。 

性別でみると、特に大きな差はみられませんでした。 

年代別にみると、49 歳までは「他者とのコミュニケーションについて」の割合が他の年代と

比較して高くなっています。 
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⑪地域や社会に積極的に参加していくために大切なこと（障がい者向け調査） 

障がいのある人が地域や社会に積極的に参加していくために大切なことについて、手帳所持者

別にみると、身体障害者手帳では、「移動しやすい交通機関や道路の改善」（34.5％）、「利用しや

すい施設への改善（バリアフリー化など）」（31.4％）の割合が、療育手帳所持者では「地域の人た

ちが障がい者（児）を受け入れるよう、広報や福祉教育の充実」（37.0％）、「障がい者（児）自身

の積極性」（32.0％）、「参加を補助するボランティアなどの育成」（26.0％）の割合が、精神障害者

保健福祉手帳所持者では「魅力的な行事や活動の充実」（28.7％）、「家族の積極性」（27.9％）の割

合が他の手帳所持者と比較して高くなっています。 

性別でみると、女性では「地域の人たちが障がい者（児）を受け入れるよう、広報や福祉教育

の充実」（29.6％）、「参加を補助するボランティアなどの育成」（23.5％）、「家族の積極性」（23.8％）

の割合が男性と比較して高くなっています。 

年代別にみると、39 歳までは「地域の人たちが障がい者（児）を受け入れるよう、広報や福祉

教育の充実」の割合が他の年代と比較して高くなっています。 
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⑫サービスを提供する上で、課題となっていること（事業所向け調査） 

 サービスを提供する上での課題については、「質的に、利用者の希望通りに提供できていな

い」（36.4％）が最も高く、次いで「困難事例への対応が難しい」（27.3％）、「量的に、利用者の

希望通りに提供できていない」（24.2％）、「変更やキャンセルが多い」（21.2％）となっていま

す。 

 

⑬市が実施する今後の障がい者福祉施策について期待すること（事業所向け調査） 

市が実施する今後の障がい者福祉施策について期待することについては、「障がいのある人の

経済的負担の軽減」（45.5％）が最も高く、次いで「一般就労の推進」（42.4％）、「地域生活基盤

の整備の推進」（39.4％）、「事務手続きの簡素化」「支給決定方法の見直し」（ともに 30.3％）と

なっています。 
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⑭地域や社会に積極的に参加していくことについて（団体向け調査） 

障がいのある人が地域や社会に積極的に参加していくために大切なことについては、「参加し

やすい配慮」（75.0％）が最も高く、次いで「行事・活動の充実」「広報・福祉教育の充実」（と

もに 50.0％）となっています。 

 

⑮暮らしやすいまちづくりのために必要なこと（団体向け調査） 

障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりのために必要なことについては、「保健・医

療・福祉サービスの充実」（75.0％）が最も高く、次いで「相談体制の充実」「手続きの簡素化」

「情報提供の充実」（それぞれ 50.0％）となっています。 

 



□■第２章 平戸市における障がい者の状況■□ 

 

31 

 

３ 前期計画の評価 

前期計画に定めた成果目標について、評価を行った結果は以下のとおりです。 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活移行者数及び施設入所者数の削減数に関する成果目標については、施設入

所者の高齢化、重症化により入院等の割合が高く、地域移行者数は目標値を下回る状

況です。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

地域生活移行者数 

令和元年度末時点の施設入所者（117 人）のうち、令和５年度末

までに地域生活に移行する人数 

７人 ４人 

施設入所者数 

令和５年度末時点の施設入所者数 
115 人 110 人 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者の地域移行に伴う基盤整備量に関する成果目標については、令和５年

度末時点で１年以上入院した患者数は 46 人となっていますが、引き続き、医療、福祉、

介護、地域の助け合いなど包括的な体制を整備することとします。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

精神障がい者の地域移行に伴う協議の場の設置 

令和５年度末時点における保健・医療・福祉関係者による協議

の場の設置 

１か所 １か所 

保健・医療・福祉関係者による協議の場の実施回数 １回／年 １回／年 

令和５年度末時点における１年以上入院患者数 34 人 46 人 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点等の確保数に関する成果目標については、松浦市、佐々町との圏域

で整備を行うこととしており、令和２年度には確保に向けての準備を行いましたが、

各市町の状況の変化からそれぞれの市町で再度検討することとなり設置には至らなか

ったため、今後、単独設置に向けて検討します。 

 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

地域生活支援拠点等の確保数 

令和５年度末時点までに整備する地域生活支援拠点等の確保数 
１か所 0 か所 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

① 福祉施設から一般就労への移行 

一般就労移行者数については、就労移行支援の利用者も少なく、目標値を下回る状況

となっています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

一般就労移行者数 

令和５年度において就労移行支援事業所等を通じた、一般就労

移行者数 

４人 ３人 

② 就労移行支援事業所および就労継続支援事業所から一般就労への移行 

就労移行支援事業所および就労継続支援事業所を通じた一般就労への移行者数に関

する成果目標について、目標値を下回る状況となっています。市内には就労移行支援

事業所が無く、市外の事業所を利用しているため、事業所の確保も必要となっていま

す。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

就労移行支援事業所を通じた一般就労への移行者数 

令和５年度末時点における一般就労への移行者数 
３人 ０人 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）を通じた一般就労への移行者数 

令和５年度末時点における一般就労への移行者数 
５人 ２人 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備 

① 児童発達支援センターの整備 

児童発達支援センターの確保数については、関係機関との調整ができていないため

未設置となっています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

児童発達支援センターの確保数 

令和５年度末における市内の児童発達支援センターの確保数 
１か所 ０か所 

 

② 保育所等訪問支援の利用できる体制の整備 

保育所等訪問支援の提供体制の確保数については、未設置となっています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

保育所等訪問支援の提供体制の確保数 

令和５年度末における市内の保育所等訪問支援の提供体制の確

保数 

１か所 ０か所 
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③ 重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保 

数については、未設置となっています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保数 

令和５年度末における市内の重症心身障がい児を支援する児童

発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保数 

１か所 ０か所 

 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置数については、未設置となっ

ています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置数 

令和５年度末における医療的ケア児支援のための関係機関の協

議の場の設置数 

１か所 0 か所 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置数 

 令和５年度末における医療的ケア児等に関するコーディネータ

ーの配置数 

２人 ３人 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

基幹相談支援センターの設置については、１か所設置されたことにより、相談支援体

制の強化が図られた。また、相談機関との連携強化については、平戸市障害者自立支援

協議会の相談支援部会において、市内の相談支援事業所との連携が図られたことにより、目

標を上回る状況となっています。 

成果目標 目標値 実績値 
（見込） 

基幹相談支援センターの設置による総合的・専門的な相談支援の

実施 
１か所 １か所 

相談機関との連携強化の取組の実施。 

 
１回／年 ３回／年 
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第３章 計画の基本的方向 
 

１ 基本的な視点 

第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画では、国の基本指針を踏まえ、以下の

６点を基本的な視点とし、計画を推進します。 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮

するとともに、障がい者等が必要とする障がい福祉サービスその他の支援を受けつつ、そ

の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービス等及び障が

い児通所支援等の提供体制の整備を進めます。 

（２）障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

障がい福祉サービスの対象となる障がい者等に対してサービスの充実を図るとともに、

県の支援等を通じて引き続きサービスの地域格差の是正に努めます。 

また、発達障がい者及び高次脳機能障がい者については、従来から精神障がい者に含ま

れるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象になっていること、難病患者等（障

害者総合支援法で定める対象疾病）についても障害者総合支援法に基づく給付の対象にな

っていることを引き続き周知し、障がい福祉サービスの活用を促します。 

（３）入所等から地域生活への移行等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障がい者等の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支

援、就労支援等といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者等の生活を地

域全体で支える体制整備に努めます。 

特に、入所等から地域生活への移行については、地域生活を希望する者が地域での暮ら

しを継続することができるよう、必要なサービス提供体制の確保に努めます。 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、

生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地

域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや柔軟なサービス提供体制の

確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包

括的な支援体制の構築に取り組みます。 
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（５）障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるよ

うに、質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通所支援等の充実を図ります。 

また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教

育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構

築に努めます。 

（６）障がい福祉人材の確保・定着 

障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障がい福祉サ

ービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の

確保と併せてそれを担う人材の確保・定着を図る必要があります。 

そのために、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福祉の

現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、

障害福祉現場におけるハラスメント対策やＩＣＴ・ロボットの導入による事務負担の軽減、

業務の効率化に関係者と協力して取り組みます。 

 

２ 成果指標の設定 

国の基本指針及び本市の現状を踏まえ、以下のとおり成果指標を設定し、目標達成に向け

た各種事業等の推進を図ります。 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

令和８年度末までに、令和４年度末時点の施設入所者 108 人のうち、６％以上にあたる

６人が地域生活に移行することを目標とします。 

 また、令和８年度末時点における施設入所者数を、令和４年度末時点の施設入所者 108

人から５％以上にあたる５人を削減した 103 人以下とすることを目標とします。 

 アンケート調査において、将来の暮らしの希望については、全体で「家族と一緒に生活

したい」（55.5％）および「一般の住宅で 1 人暮らしをしたい」（13.4％）が多くなってお

り、障がいのある人が地域で暮らすための選択肢が広がるよう、暮らしの場の確保に向け

て取り組む必要があります。 

現状 令和４年度末時点の施設入所者数 108 人 

目標値 

地域生活移行者数 

令和４年度末時点の施設入所者のうち、令和８年度末までに地域生

活に移行する者の数 

６人 

令和８年度末時点の施設入所者数 103 人 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

近年、精神疾患を有する患者の数は全国的に増加傾向にあります。精神障がい者が安

心して地域生活を送るためには、医療、生活支援及び生活の場が身近な地域で提供さ

れることが重要です。このことから、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けて、行政及び関係機関、事業所の役割の明確化や連携体制の整備、住まい

の確保や社会参加、就労といった課題の解消に向けた取組みの推進が今後も必要です。 

本市においては、県が定める目標数値を参考としながら地域移行推進を行うことと

し、地域の実情とグループホーム等居住の場の確保並びに支援体制の連携強化を図り

ながら進めることとします。精神障がい者の就労の促進については、今後もハローワ

ークや長崎県北地域障害者就業・生活支援センターと連携を密にして現状把握に努め

ながら推進していきます。 

また、本市では地域自立支援協議会を保健・医療・福祉関係者による協議の場とし、

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議を行います。 

さらに、長崎県の方針をもとに、３ヶ月、６ヶ月、12 ヶ月時点における退院率につ

いての状況を把握しつつ、１年以上入院患者数の減少数についても目標を設定するこ

ととします。 

アンケート調査において、あなたは現在どのように暮らしていますかについては、精神

障害者福祉手帳保持者で「家族と暮らしている」（61.5％）、「一人で暮らしている」（19.7％）、

「病院に入院している」（8.2％）となっていますが、「病院に入院している」が他の手帳と

比較して高くなっています。今後どのような暮らしをしたいかについては、精神障害者福

祉手帳保持者で「家族と一緒に暮らしたい」（51.6％）、「一般の住宅で 1 人暮らしをたい」

（18.9％）、「グループホームなどを利用したい」（7.4％）となっており、地域移行・地域定

着に向けた様々な暮らしの場が選択できるように、精神障がいにも対応した暮らしの場の

確保に向けて取り組んでいく必要があります。 

現状 
令和 5 年度末時点の、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
の構築のための保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 

設置済 

令和５年度末時点における１年以上入院患者数 116 人 

目標値 

保健・医療・福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実
施回数 

１回/年 

令和８年度末時点における１年以上入院患者数 93 人 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

令和８年度末までに、市内に地域生活支援拠点等を１か所以上確保することを目標とし

ます。 

 また、令和８年度末までに「地域生活支援拠点等の運用状況に係る検証・検討の場の開

催回数を年１回以上開催」することを目標とします。 

 アンケート調査において、今後、障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために、

何が必要かについて、全体で「何でも相談できる窓口をつくるなど相談の充実」（50.0％）

が、1 人暮らし等で助けてくれる人はいるかについて、全体で「わからない・いない」（46.6％）
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が高い割合となっており、相談支援や緊急時の対応について、今後、体制の整備が必要で

あると考えます。 

現状 令和５年度末時点の地域生活支援拠点等の確保数 ０か所 

目標値 

令和８年度末時点の地域生活支援拠点等の確保数 １か所 

令和８年度の地域生活支援拠点等の運用状況に係る検証・検討の場の

開催回数 
１回 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

令和８年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者数について、令和

４年度の一般就労移行者数３人から1.28倍以上にあたる４人以上とすることを目標と

します。 

内訳として、令和８年度における就労移行支援事業・就労継続支援Ａ型事業・就労継

続支援Ｂ型事業のそれぞれを通じた一般就労移行者数について、令和４年度の一般就

労移行者数それぞれ０人・０人・２人から、それぞれ 1.31 倍・1.29 倍・1.28 倍以上に

あたる３人・２人・３人以上とすることを目標とします。 

また、令和８年度における就労移行支援事業所利用終了者の一般就労へ移行した者

の割合が５割以上の就労移行支援事業所の割合が 50％以上とし、就労定着支援事業の

利用終了後の一定期間における就労定着率が 70％以上となる就労定着事業所の割合を

25％以上とすることを目標とします。 

アンケート調査において、あなたは収入を得る仕事をしたいと思いますかについて、全

体で「仕事をしたくない、できない」（42.6％）と高くなっていますが、「仕事をしたい」

（36.8％）と思っている人も３割を超えています。あなたは障がい者就労支援として何が

必要だと思うかについて、全体で「職場の障がい者理解」（37.6％）、「通勤手段の確保」

（27.3％）が高くなっています。このことから、一般就労への移行については、障がいのあ

る人に見合った支援や配慮が必要であると考えます。 

 

現状 令和４年度の就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者数 ３人 

目標値 

令和８年度の就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者数 ４人 
就労移行支援事業を通じた一般就労移行者数 ３人 
就労継続支援Ａ型を通じた一般就労移行者数 ２人 
就労継続支援Ｂ型を通じた一般就労移行者数 ３人 
令和８年度における就労移行支援事業所利用終了者の一般就労へ移行し
た者の割合が５割以上の事業所の割合 

50％ 

令和８年度における就労定着支援事業利用終了後の一定期間における就
労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の割合 

25％ 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

 ① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センター及び保育所等訪問

支援の充実 

令和８年度末時点における児童発達支援センター及び保育所等訪問支援の提供体制に

ついて、それぞれ市内に１か所以上確保していることを目標とします。 

アンケート調査において、あなたが通学して感じることについて、全体で「今の保育所

等に満足している」（66.0％）と高くなっていますが、「専門性を持った職員がいない・少

ない」（20.8％）、「進路指導が不十分」（5.7％）と満足していない人も少なくない状況とな

っているため、提供体制の確保が必要であると考えます。 

現状 
令和５年度末時点の児童発達支援センターの確保数 ０か所 

令和５年度末時点の保育所等訪問支援の提供体制の確保数 ０か所 

目標値 
令和８年度末時点の児童発達支援センターの確保数 １か所 

令和８年度末時点の保育所等訪問支援の提供体制の確保数 １か所 

 ② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保 

令和８年度末時点における重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デ

イサービス事業所について、市内に１か所以上確保していることを目標とします。 

現状 
令和５年度末時点の重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放

課後等デイサービス事業所の確保数 
０か所 

目標値 
令和８年度末時点の重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放

課後等デイサービス事業所の確保数 
１か所 

 ③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

令和８年度末時点における医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置数に

ついて、市内に１か所以上設置していることを目標とします。 

 また、令和８年度末時点における医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置数に

ついて、市内に５人以上配置していることを目標とします。 

現状 

令和５年度末時点の医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の

市内における設置数 
０か所 

令和５年度末時点の医療的ケア児等に関するコーディネーターの市内

における配置数 
３人 

目標値 

令和８年度末時点の医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の

市内における設置数 
１か所 

令和８年度末時点の医療的ケア児等に関するコーディネーターの市内

における配置数 
５人 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

令和８年度末時点における基幹相談支援センターの設置による総合的・専門的な相

談支援の実施の有無については、引き続き実施し、連携強化の取組を目標とします。 

本市では、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター事業

を令和３年度から実施しています。基幹相談支援センターにおいては、総合的・専門的

な相談支援のみならず、各相談支援事業者との情報共有や専門的指導、人材育成の取

り組みなど連携促進に向けた協議の場としての役割も担います。 

アンケート調査において、あなたは悩みや困ったことは誰に相談しますかについて、全

体で「家族や親せき」（69.5％）と高くなっていますが、「かかりつけの医師・看護師」（25.9％）

および「施設の指導員など」（21.4％）と少なくない状況となっているため、医療関係者や

福祉事業所との連携強化が必要であると考えます。 

 

現状 令和５年度末時点における基幹相談支援センターの設置による総合的・専

門的な相談支援の実施の有無 
設置済 

目標値 

令和８年度末時点における基幹相談支援センターの設置による総合的・専

門的な相談支援の実施の有無 
あり 

令和８年度の相談機関との連携強化の取組の実施回数 

（情報共有や専門的指導、人材育成の取り組みなどに関する協議の場） 
３回/年 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

国の基本指針では、令和８年度末までに、都道府県および市町村において、サービス

の質の向上を図るための取組に係る体制を構築することとしています。 

本市では、障がい者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているかの

検証を行っていくことが必要と考えます。そのため、県等が実施する障がい福祉サー

ビス等に係る各種研修に積極的に参加します。 

また、障害者自立審査等支払システムによる審査結果を事業所や関係自治体と共有

し連携を強化します。 

事業所向けアンケート調査において、サービスを提供することで課題となっている

ことについて、「質的に、利用者の希望通りに提供できていない」（36.4％）および「量

的に利用者の希望通りに提供できていない」（24.2％）となっており、指導する職員お

よび各事業所の質の向上を図る必要があると考えます。 
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第４章 障がい福祉サービスの見込量等 

 

１ 障がい福祉サービスの内容と見込量 

（１）訪問系サービス 

・サービスの内容 

名 称 内 容 

居宅介護 

障がい者が居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般

にわたる援助を行うサービスです。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより

行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものに

つき、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除

等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわた

る援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある障がい者等の外出時に同行

し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄、食事の

介護等の必要な援助を行うサービスです。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難を有し、常時介護

を必要とする障がい者等について、行動する際の危険を回避するため、

援護や外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護等の必要な

援助を行うサービスです。 

重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支

障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきり状態にあるもの並びに知

的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有するものにつき、

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提

供するサービスです。 
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・サービス実績値及び見込量 

（単位：１月あたりの利用者数・延べ利用時間数） 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

居宅介護 

人 35 28 27 30 30 30 

時間 503 335 338 350 350 350 

重度訪問介護 

人 0 0 0 1 1 1 

時間 0 0 0 10 10 10 

同行援護 

人 9 9 7 11 14 17 

時間 37 45 11 68 83 102 

行動援護 

人 0 0 0 1 1 1 

時間 0 0 0 10 10 10 

重度障害者等包括支援 

人 0 0 0 1 1 1 

時間 0 0 0 10 10 10 

 ※令和５年度の数値は年度途中の実績を踏まえた見込値（以下、同様） 
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（２）日中活動系サービス 

・サービスの内容 

名 称 内 容 

生活介護 

常時介護を必要とする障がい者について、障がい者支援施設等で主とし

て昼間において、入浴、排泄、食事の介護、創作的活動又は生産活動の

機会を提供するサービスです。 

自立訓練（機能訓練） 

病院や施設を退院・退所した身体障がい者又は難病等対象者につき、身

体的リハビリテーションの継続や社会的リハビリテーションの実施が

必要な方や、特別支援学校を卒業し、社会的リハビリテーションの実施

が必要な方が、地域生活を営む上で必要な身体機能の維持・回復等のた

めに必要な支援を行うサービスです。 

自立訓練（生活訓練） 

病院や施設を退院・退所した人や、特別支援学校を卒業した人のうち、

社会的リハビリテーションの実施が必要な知的障がい者・精神障がい者

が、自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及

び助言その他の必要な支援を行うサービスです。 

就労選択支援 

障害者本人が就労先・働き方について、より良い選択ができるよう、就

労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合

った選択を支援するサービスです。 

就労移行支援 

就労を希望する障がい者に、生産活動その他の活動の機会を通じて、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスで

す。 

就労継続支援Ａ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、雇用契約等に基づ

き就労、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練の支援を行うサービスです。 

就労継続支援Ｂ型 

年齢、心身の状態その他の事情により引き続き通常の事業所に雇用され

ることが困難になった人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用

されるに至らなかった人、その他の通常の事業所に雇用されることが困

難な障がい者に、就労、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の支援を行うサービス

です。 

就労定着支援 

一般就労した障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握するとと

もに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必

要となる支援を実施するサービスです。 

療養介護 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とす

る障がい者に対し、主として昼間において、病院等において行われる機

能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生

活の世話等を行うサービスです。 

短期入所 

居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、施設への短

期間の入所が必要な障がい者を施設に短期間入所させ、入浴、排泄及び

食事の介護その他の必要な支援を行うサービスです。 
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・サービス実績値及び見込量 

（単位：１月あたりの利用者数・延べ利用日数） 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

生活介護 

人 140 135 133 140 140 140 

人日 2,925 2,937 2,783 2,800 2,800 2,800 

うち重度障害者に

おける利用者数 
  58 58 58 58 

自立訓練（機能訓

練） 

人 0 0 0 1 1 1 

人日 0 0 0 10 10 10 

自立訓練（生活訓

練） 

人 1 2 2 1 1 1 

人日 5 9 8 10 10 10 

うち精神障害者に

おける利用者数 
  1 1 1 1 

就労選択支援 
人    1 1 1 

人日    5 5 5 

就労移行支援 
人 0 0 0 1 1 1 

人日 0 0 0 25 25 25 

就労継続支援（Ａ

型） 

人 13 15 17 15 15 15 

人日 264 326 330 315 315 315 

就労継続支援（Ｂ

型） 

人 223 224 221 221 245 256 

人日 4,519 4,589 4,212 4,212 3,800 3,972 

就労定着支援 人 0 0 0 1 1 1 

療養介護 人 16 17 16 18 19 21 

短期入所（福祉型） 

人 5 6 5 5 5 5 

人日 22 57 42 50 50 50 

うち重度障害者に

おける利用者数 
  5 5 5 5 

短期入所（医療型） 

人 0 0 0 1 1 1 

人日 0 0 0 10 10 10 

うち重度障害者に

おける利用者数 
  0 1 1 1 
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（３）居住系サービス 

・サービスの内容 

名 称 内 容 

自立生活援助 

障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一

人暮らしを希望する者に対し、定期的な居宅訪問・電話相談等によ

り、食事、洗濯、掃除等に課題はないか、公共料金や家賃に滞納はな

いか、体調に変化はないか、通院しているか、地域住民との関係は

良好か、等について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡

調整を行うサービスです。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入

浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービス

です。 

施設入所支援 

施設に入所する障がい者が、主として夜間において、入浴、排泄又

は食事の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生

活上の支援を行うサービスです。 

・サービス実績値及び見込量 

（単位：１月あたりの利用者数） 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

自立生活援助 人 0 0 0 1 1 1 

共同生活援助 

（グループホー

ム） 

人 126 128 127 132 135 139 

うち重度障害者に

おける利用者数 
  9 9 9 9 

施設入所支援 人 108 109 103 106 103 103 

 

（４）相談支援サービス 

・サービスの内容 

名 称 内 容 

計画相談支援 
障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画の作成及び

見直しをするための支援を行うサービスです。 

地域移行支援 
入所している障がい者又は入院している精神障がい者が地域生活に

移行するための相談等の支援を行うサービスです。 

地域定着支援 
居宅等で単身生活する障がい者が地域生活を継続していくための支

援を行うサービスです。 
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・サービス実績値及び見込量 

（単位：１月あたりの利用者数） 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

計画相談支援 人 98 92 80 87 81 77 

地域移行支援 人 0 0 0 1 1 1 

地域定着支援 人 0 0 0 1 1 1 
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２ 地域生活支援事業の内容と見込量 

地域生活支援事業は、障がい者が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい自

立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性やサービスを利用する人の

状況に応じた柔軟な形態による事業を効果的・効率的に実施することを目的としています。 

 地域生活支援事業には、市町村で必ず実施しなければならない必須事業と、市町村の判断

で実施することができる任意事業があります。 

 

（１）相談支援事業（任意事業） 

障がい者（児）やその保護者、介護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言、福祉サービスの利用援助等を行うとともに、障がい福祉に係る関係機関が

連携を図り、課題解決に向け協議を行うものです。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

障害者相談支援事業 か所 ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

地域自立支援協議会 
実施の

有無 
有 有 有 有 有 有 

 

（２）成年後見制度利用支援事業（必須事業） 

知的障がい者・精神障がい者で判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利

用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見の申立てに必要な経費や後見

人等の報酬の全部又は一部を助成するものです。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

成年後見制度利用支援事

業（利用者数） 
人/年 0 0 0 1 1 1 
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（３）意思疎通支援事業（必須事業） 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障のある人に、

手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の人との意思疎通を支援する手話通訳者等

の派遣を行う事業です。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

手話奉仕員派遣事業 人/年 0 0 1 1 1 1 

 

（４）日常生活用具給付等事業（必須事業） 

障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生

活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とした事業です。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

①介護・訓練支援用具 件/年 2 4 2 5 5 6 

②自立生活支援用具 件/年 2 3 5 5 5 5 

③在宅療養等支援用具 件/年 4 5 3 6 6 7 

④情報・意思疎通支援用具 件/年 4 8 6 9 10 11 

⑤排泄管理支援用具 件/年 745 847 840 931 1,023 1,125 

⑥居宅生活動作補助用具 件/年 0 0 1 1 1 1 
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（５）移動支援事業（必須事業） 

屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行い、地域における自立

生活や社会参加を促進する事業です。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 20 16 20 20 20 20 

利用延時間 時間/年 2,967 2,717 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

（６）地域活動支援センター事業（必須事業） 

障がい者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作

的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業です。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

地域活動支援センター 

設置数 
か所 1 1 1 1 1 1 

実利用者数 人/年 37 27 20 20 20 20 

 

（７）訪問入浴サービス事業（任意事業） 

寝たきりの重度身体障がい者に、入浴の機会を提供することにより、身体の清潔と健康

の維持を図ることを目的とした事業です。 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 2 2 1 1 1 1 
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（８）日中一時支援事業（任意事業） 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、本人の活動支援や家族の就労支援および

一時的な休息を目的とした事業です。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 2 1 1 1 1 1 

 

（９）生活サポート事業（任意事業） 

介護給付支給決定者以外の人について、日常生活に関する支援や家事に対する必要な支

援を行い、障がいのある人の地域での自立した生活の推進を図ります。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 0 0 1 1 1 1 

 

（１０）自動車改造助成事業（任意事業） 

重度の身体障がい者が就労等の目的で、自己所有の自動車を運転するため、手ブレーキ・

手動アクセル・ハンドルへ旋回装置等の改造が必要となる場合に、改造経費の一部を助成

するものです。 

 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

利用件数 件/年 0 1 2 2 2 2 
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（１１）心身障害者福祉タクシー助成事業（任意事業） 

療育手帳所持者、重度の身体障がい者で車椅子常用者及び視覚障害１級の人に対し、外

出手段とその負担軽減を目的に、タクシー初乗り料金の９割を助成します。 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 46 37 59 70 70 70 

 

（１２）身体障害者交通船旅客運賃助成事業（任意事業） 

第２種身体障害者手帳所持者に対し、交通船旅客運賃の４割を助成します。 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 26 25 18 20 20 20 

 

（１３）身体障害者補助犬飼育管理費助成事業（任意事業） 

補助犬の飼育管理に要した経費に対し一部を助成します。 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 3 3 3 3 3 3 

（１４）ソーシャルクラブ（任意事業） 

外出等の機会が少ない在宅障がい者を対象に、交流の場を提供しています。参加者同士

のピアサポート的な役割も有します） 

・事業実績値及び見込量 

 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

実利用者数 人/年 29 52 55 50 47 45 



□■第４章 障がい福祉サービスの見込量等■□ 

 

55 

 

３ 障がい児支援に関するサービスの内容と見込量 

障がい児支援に関するサービスとは、次の６つのサービスをいいます。 

 

名 称 内 容 

児童発達支援 

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障が

いのある児童について、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与及び集団生活への適応訓練等の支援を行うサービスで

す。 

医療型児童発達支援 

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童につき、医療型児童

発達支援センター等において、児童発達支援及び治療を行うサービ

スです。 

放課後等デイサービス 

就学している障がいのある児童・生徒について、授業の終了後又は

学校の休業日に、施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会との交流の促進等の支援を行うサービスです。 

保育所等訪問支援 

障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所等を

２週間に１回程度訪問し、障がい児や保育所等のスタッフに対し、

障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービス

です。 

居宅訪問型児童発達支援 
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与等の支援を行うサービスです。 

障害児相談支援 

障がいのある児童について、障害福祉サービスを利用するため、児

童の心身の状況や環境、児童又はその保護者のサービス利用につい

ての意向等に基づいた障害児支援利用計画の作成とサービスの利用

状況の検証及び計画の見直しを行うサービスです。 

・サービス実績値及び見込量 

（単位：１月あたりの利用者数・延べ利用日数） 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

児童発達支援 
人 32 32 31 31 31 31 

人日 102 138 125 125 125 125 

放課後等デイサービス 
人 78 89 94 108 132 161 

人日 875 1,106 1,275 1,271 1,548 1,886 

保育所等訪問支援 
人 0 0 0 1 1 1 

人日 0 0 0 2 2 2 

居宅訪問型児童発達支援 
人 0 0 0 1 1 1 

人日 0 0 0 5 5 5 

障害児相談支援 人 29 24 28 28 29 32 
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４ 発達障がい者等への支援に係る活動指標 

発達障がい児の早期発見・早期支援には、発達障がい者及びその家族等への支援が重要で

あることから、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につ

け、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障

がい者等及びその家族に対する支援体制の確保に努めます。 

 

【サービスの内容】 
名 称 内 容 

ペアレントプログラム 

育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者など

を、地域の支援者が効果的に支援できるよう設定されたグループ・プロ

グラムです。 

ペアレントメンター 

発達障がいのある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する研修

を受けた方が、同じような子どもを持つ親に対して、専門家とは違う視

点で共感的な支援を行いながら、地域資源についての情報を提供した

り、体験談を話したりします。 

 

【事業実績及び見込み量】 

区  分 単位 
実績値 計画値（活動指標） 

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

ペアレントトレーニング

やペアレントプログラム

等の支援プログラム等の

受講者数 

人/年 22 30 20 20 20 20 
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第５章 計画の推進にあたって 

 

１ サービスの提供体制の確保に関する考え方 

（１）障害福祉サービス等の提供体制の確保 

成果目標を設定するとともに、目標達成のために必要となる障害福祉サービス等の量を

見込み、計画的な整備に努めます。 

（２）相談支援体制の構築 

障がいのある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むため、障害福祉サ

ービス等の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズ

に対応する相談支援体制の構築を目指します。 

（３）障がい児の支援 

保健・医療・保育・教育・就労支援等の関係機関と連携を図り、障がい児及びその家族

に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の

構築を目指します。 

 

２ 計画の推進体制 

（１）関係機関等との連携 

地域共生社会の実現には、障がいのある人の地域生活への移行や一般就労への移行、周囲

の理解と支援が必要です。その推進のためには、地域の様々な関係機関・団体との連携が不

可欠です。 このため、地域社会を構成する市民、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、福祉サー

ビス事業者、企業、社会福祉協議会及び市や県といった行政などが協働の視点に立ってそれ

ぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら、障がいのある人を地域で支える体

制づくりを推進します。 

（２）庁内推進体制の整備 

障がい者施策については、保健・医療・教育・就労など全庁的な取り組みが必要なことか

ら、庁内関係部署の緊密な連携を図り、全庁が一体となって各種施策を推進していきます。

また、市においては合理的配慮を適切に提供することができるように、各種研修などを通じ

て、職員の障がいのある人への理解と人権意識、福祉意識の向上に努めます。 
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（３）障がい福祉人材の育成と資質の向上 

人材の育成については、サービス提供に係る専門職員の養成のみならず、サービスに必要

な直接の担い手の養成を含め、障がい福祉サービス等に係る人材を質・量ともに確保するこ

とが重要であり、 大学や専門学校、社会福祉協議会、事業所、施設等との情報を共有したネ

ットワークづくりが必要です。 

障がい福祉サービスや相談支援が適切に実施されるよう、県などの関係機関と連携を図り、

保健師等の行政職員のスキルの取得・向上に取り組むとともに、障がい福祉サービス等のサ

ービスの提供に関わる人材の育成及び資質の向上のため、事業者に対し、各種情報提供を行

い、専門職の配置や研修受講を要請していきます。 

また、平戸市障害者自立支援協議会の専門部会において、サービス提供などに係る問題や

その解決方法を協議し、地域全体の資質向上を目指します。 

 

（４）給付の適正化 

サービス事業者の質の向上を図るとともに、サービス利用者にとって真に必要なサービス

が提供されるよう、審査会による障害支援区分の適切な認定と市の適正な支給決定に努めま

す。 
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３ 計画の推進にあたって 

本計画の施策やサービスの実効性を高めるため、計画の進捗管理を行う機関として「平戸

市障害者自立支援協議会」に結果を報告し、住民視点、当事者視点、専門的視点から進捗状

況を評価したうえで、施策のより効果的な推進に役立てるとともに、事業の見直しを行いま

す。 

 また、計画の着実かつ効果的な推進を図るため、「平戸市障害者自立支援協議会」および

同協議会の専門部において、協議を行うなど、庁内の関係各課相互の連携を強化します。 

 なお、評価においては、ＰＤＣＡサイクルを用い、少なくとも年１回の評価分析に努め、

必要な場合は、本計画を見直すこととします。 

 

 

 

 

 

 

平戸市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会 
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【PDCA サイクルのイメージ図】 
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資料編 

 

１ 事業所一覧 

 

事 業 所 名  所 在 地  電 話 番 号  

さるく温泉デイサービスセンター 田平町小手田免 1020-2 57-3766 
セントケア平⼾ ⼾⽯川町 800-3 21-8413 
たんぽぽの里 赤松町 23 番地 29-9032 
つばき 田平町野田免 202 番地 57-3223 
デイサービスセンター さるく ⼾⽯川町 491-6 22-7117 
ハグ・グリーン 田平町小手田免 721 番地 2 57-3473 
ひなた 志々伎町 804 番地 27-1413 
へごの里 朶の原町 393 番地 1 28-2320 
ワークハウス 田平町小崎免 739 番地 75-2048 
共同生活事業所 「椿崎」 田平町小手田免字椿崎 534 ｰ 1 57-3424 
共同生活援助事業所 サンライフ鏡川 鏡川町 301 番地 13 23-8002 
子ども発達支援 やまびこ学苑新町校 新町 40-1 29-9000 
子ども発達支援 やまびこ学苑平⼾校 職人町 126 29-9010 
放課後等デイサービスまんてん 田平町小手田免 1020-2 57-3560 
平⼾市社会福祉協議会 通所介護平⼾事業所 岩の上町 1466 番地 22-2180 
社会福祉法人 友星会 デイサービスセンターいこい 田平町小手田免 1020 番地 2 57-3766 
就労継続支援Ｂ型事業所 つばきの郷 田平町下⻲免 1133 番地 57-3366 
春菜 田平町古梶免 37-38 57-1258 
笑朋 田平町下⻲免 726 番地 2 080-7359-3760 
障害者支援施設 平⼾祐生園 大久保町 2188 番地 22-2211 
相談支援ことのは 大久保町 1818 22-7711 
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事 業 所 名  所 在 地  電 話 番 号  

相談支援事業所 まんてん 田平町小手田免 1020-2 57-3560 
相談支援事業所 希望 職人町 257 番地 23-2061 
草笛が丘 田平町古梶免字吹上 40 番地 1 57-1228 
短期入所生活介護あんのん ⼾⽯川町 950 番地 23-8815 
椿の会 田平町下⻲免 1133 番地 57-3366 
特別養護老人ホーム 生寿園 生月町山田免 2693-1 53-2804 
平⼾ひかりステーション 明の川内町 142 番地 1 23-8363 
平⼾市社協 障害者訪問介護生月事業所 生月町山田免 3011 番地 53-2615 
平⼾市社協 障害児相談支援事業所 岩の上町 1466 番地 22-2180 
平⼾市社協 障害者生活支援生月事業所 生月町山田免 3011 番地 53-2615 
平⼾市社協 障害者生活支援田平事業所 田平町里免 90 番地 57-2223 
平⼾市社協 障害者相談支援事業所 岩の上町 1466 番地 22-2180 
平⼾市社協 障害者相談支援平⼾事業所 岩の上町 1466 番地 22-2180 
平⼾市社協 障害者訪問介護大島事業所 大島村前平 2727 番地 55-2100 
平⼾市社協 障害者訪問介護田平事業所 田平町里免 90 番地 57-2223 
平⼾市社協 障害者訪問介護平⼾事業所 岩の上町 1466 番地 22-2180 
平⼾市社協 障害者訪問介護平⼾事業所Ⅱ 紐差町 678-1 28-1415 
平⼾市社協 通所介護大島事業所 大島村前平 2727 番地 55-2100 
平⼾市療育支援センター あったかさん２１ 山中町 689-4 22-7510 
平⼾荘ショートステイセンター 紐差町 450 番地 28-1155 
平⼾荘デイサービスセンター 紐差町 450 番地 28-1155 
未来田平事業所 田平町里免 123-1 57-2700 
未来平⼾事業所 職人町 258 番地 23-8253 
木ヶ津文庫『絆』  木ｹ津町 908 番地 4 28-0045 
児童発達支援・放課後等デイサービス まんてんミライズ 田平町小手田免 1020-11 29-9901 
放課後等デイサービス うみかぜホースパーク 川内町 35 22-7276 
放課後等でいさーびす つばさ 岩の上町 1466 番地 22-2180 
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２ 平戸市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会条例 

平成 18 年３月 31 日条例第 41 号 

改正 平成 22 年３月 25 日条例第 １号 
    平成 25 年３月 25 日条例第 ２号 
    平成 26 年３月 25 日条例第 ４号 

平成 29 年 12 月 15 日条例第 36 号 
（目的） 
第１条 障害者福祉施策に関する基本理念を定め、現状に即した実効性のある平⼾市障害者計画

（以下「障害者計画」という。）を策定し、障害者福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図る
とともに、障害者福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する平
⼾市障害福祉計画（以下「障害福祉計画」という。）を策定することを目的に、地⽅自治法（昭
和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、平⼾市障害者計画及び障害福祉計
画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。 

(１) 障害者計画及び障害福祉計画の策定に関すること。 
(２) 障害者計画及び障害福祉計画の推進に関すること。 
(３) その他障害者計画及び障害福祉計画の策定、推進に関し必要な事項 

（組織） 
第３条 策定委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 
２ 策定委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

(１) ⺠生・児童委員 
(２) 障害者団体の代表 
(３) 福祉施設の代表者 
(４) 社会福祉関係団体の職員 
(５) 医療機関、教育機関の代表者 
(６) 学識経験を有する者 
(７) 市職員 
(８) その他市⻑が必要と認める者 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、役職により選任された委員は、その職を離れたと

き委員の職を失うものとする。 
２ 委員に欠員が生じたときは、速やかに、補欠委員を委嘱するものとし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
４ 第１項の規定にかかわらず、障害者計画の実施期間が満了したときは、委員の職は解かれた

ものとみなす。 
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（会⻑及び副会⻑） 
第５条 策定委員会に会⻑及び副会⻑を置く。 
２ 会⻑及び副会⻑は、委員の互選によって定める。 
３ 会⻑は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 
４ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるとき⼜は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 策定委員会は、必要に応じて会⻑が招集し、これを主宰する。 
２ 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（専門委員会） 
第７条 策定委員会は、特別な事項を調査研究するため、専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会の委員は、会⻑が指名する。 
３ 専門委員会に委員⻑を置き、当該専門委員会に属する委員のうちから互選する。 
４ 委員⻑は、当該専門委員会の会務を総理し、当該専門委員会における審議の状況及び結果を

策定委員会に報告する。 

（意見の聴取） 
第８条 策定委員会及び専門委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、その

意見若しくは説明を聴き⼜は資料の提出を求めることができる。 

（委員の報酬及び費用弁償） 
第９条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、平⼾市特別職の職員で非常勤のものの報酬
及び費用弁償に関する条例（平成 17 年平⼾市条例第 36 号）別表に規定する「その他の委員」の
額とする。 

（追加〔平成 25 年条例２号〕） 

（庶務） 
第 10 条 策定委員会及び専門委員会の庶務は、市⺠福祉部福祉課において処理する。 
     （一部改正〔平成 22 年条例１号・25 年２号・26 年４号・29 年 36 号〕） 

（委任） 
第 11 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市⻑が定める。 
     （一部改正〔平成 25 年条例２号〕） 
附 則 
この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 22 年３月 25 日条例第１号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 25 年３月 25 日条例第２号） 
この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 26 年３月 25 日条例第４号） 
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（施行期日） 
１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 29 年 12 月 15 日条例第 36 号） 

（施行期日） 
第１条 この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。  
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３ 平戸市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会・委員名簿 

No. 区 分 団体名 氏 名 備 考 

１ 民生・児童委員 平戸市民生児童委員協議会連合会 山本 善則  

２ 

障がい者団体 

身体障害者福祉協会代表 宮本 寛幸  

３ 平戸市手をつなぐ育成会 山内 智江  

４ 福祉施設 平戸市福祉施設連絡協議会 寄辺 和也  

５ 社会福祉関係団体 平戸市社会福祉協議会 宮本 照芳  

６ 医療機関 平戸市医師会 堤 竜二  

７ 教育機関 平戸市教育委員会 田中 まきこ  

８ 

学識経験者 

長崎県県北保健所 中島 康子  

９ 江迎公共職業安定所 今村 広海  

10 長崎国際大学 人間社会学部 前田 佳宏  

11 関係機関 平戸市自治連合協議会 岡 康則  

12 

市職員 

福祉部 尾﨑 利美  

13 こども未来課 伊藤 純子  

※順不同・敬称略 

 

４ 平戸市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会開催状況 

開催日 会 議 内 容 

令和５年 ７月２８日 第１回委員会 障がい者計画の策定の趣旨と方法について 

令和５年１１月２９日 第２回委員会 調査結果の報告、計画素案についての協議 

令和６年 １月２９日 第３回委員会 
パブリックコメントについて、 

計画案についての協議・承認 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期平戸市障がい福祉計画 

第３期平戸市障がい児福祉計画 
（令和６年度～令和８年度） 

 

発行：令和６年３月 企画・編集：平戸市 福祉部 福祉課 障害福祉班 

〒859-5192 長崎県平戸市岩の上 1508 番地３ 

TEL：0950-22-9130  FAX：0950-22-4421 


